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高
速
道
路
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
道
路
分
科
会
国
土
幹
線
道
路
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）

の
意
見
を
踏
ま
え
、
高
速
道
路
の
利
用
促
進
の
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
平
日
朝
夕
割
引
、
休
日
割
引
、
大
口
・
多
頻
度
割
引
等

の
料
金
割
引
の
実
施
、
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
京
圏
の
高
速
道
路
に
お
け
る
料
金
水
準
の
整
理
・
統
一
、
利
用
経
路
に
よ
ら

ず
起
終
点
間
の
最
短
距
離
を
基
本
に
料
金
を
決
定
す
る
方
法
の
採
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
令
和
三
年
八
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
部
会
の
中
間
答
申
に
お
い
て
は
、
深
夜
割
引
の
見
直
し
や
混
雑
状
況
に
応
じ

た
料
金
の
導
入
等
に
つ
い
て
意
見
を
頂
い
て
お
り
、
引
き
続
き
、
高
速
道
路
を
利
用
し
や
す
い
料
金
体
系
と
な
る
よ
う
、
検
討

を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

 

な
お
、
御
指
摘
の
「
高
速
道
路
料
金
の
一
部
区
間
無
料
化
や
定
額
制
」
に
つ
い
て
は
、
激
し
い
渋
滞
の
発
生
、
他
の
交
通
機

関
に
与
え
る
悪
影
響
、
高
速
道
路
の
建
設
等
に
係
る
債
務
の
確
実
な
返
済
へ
の
支
障
等
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
慎
重
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


